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研究要旨 本研究の目的は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適正に設定する仕組みを整え

るとともに、完成用部品の機能・操作性・安全性を評価する方法を確立することで、これら補

装具の利用者の社会参加・自立を促進することにある。そのために、＜課題１＞ 完成用部品

の機能区分整備、＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新方法の確立にか

かる研究、＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作成、＜課題４＞ 機能区分を踏

まえた完成用部品申請手続きの整備 の小課題を設定した。 

 今年度は、米国で使用されている義肢装具の機能区分（Lコード）の調査を行い、国内の完

成用部品への適用の可能性を確認した。また、製作費用に関しては、人件費・事業収支、製作

費用に関する調査票を作成し、現在調査を実施している最中である。支給判定基準マニュアル

については、更生相談所長協議会補装具判定専門委員会に寄せられたＱ＆Ａを分析することで、

151 項目のＱ＆Ａ暫定版を作成した。申請手続きの整備では、Microsoft Excel を用いた電子

申請の様式を整え、今年度の指定申請を実施した。その後のアンケートの結果から、電子化し

たことによる効率化、正確性の向上が確認された。更生相談所で使用する判定書類については、

現状でそれぞれ異なる書式を使用しているが、共通項目を抽出することと、電子化することで、

共通フォーマット作成の可能性が示唆された。 
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A．目的 

補装具費支給制度は本邦における福祉用具の公的

給付の根幹をなす制度である。補装具の価格は補装

具費支給基準により定められているが、特に義肢・

装具・座位保持装置（以下、義肢等）については基

本価格、製作要素価格の項目が多岐にわたることに

加え完成用部品を用いることから、その供給に要す

る費用と価格のバランスを適正に保ち続けるための

仕組みが十分に整えられているとは言いがたい。ま

た、全国の更生相談所の補装具判定における基準解

釈の違い、地域格差の是正をなくし、公平・公正な

判定の考え方の意識を統一する必要があると考えら

れる。 
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完成用部品については、現在部品指定申請時に部

品供給業者より提示された価格を元に厚生労働省が

公示価格を設定している。その際、原価率等を確認

する仕組みはあるものの、高額・高機能部品を含め

部品の機能に応じた価格妥当性評価を行う仕組みは

確立していない。そのため、類似の機能でありなが

ら価格が大きく異なる部品がある等の問題が生じて

いる。さらに補装具使用時にトラブルが生じるリス

クを低減する趣旨による要件である想定ユーザーの

試用に基づくフィールドテストについても、現在義

肢・装具・座位保持装置共通の様式となっており、

各種部品の特性に応じた評価条件を整備をする余地

がある。こうした課題を解決することで、利用者に

とって必要でより安全で使いやすい補装具が、適正

な価格で安定的に供給されるようになるものと考え

られる。 

本研究は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適

正に設定する仕組みを整えるとともに、完成用部品

の機能・操作性・安全性を評価する方法を確立する

ことで、これら補装具の利用者の社会参加・自立を

促進することを目的とする。 

具体的な課題として、完成用部品の機能区分を整

備することを中心に据え、それと完成用部品の価格

および利用者の機能との関連づけを行うこととした。

それを基に、価格の決定や支給判定、申請手続きを

適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提案する。 

 

B．方法 

 上記の目的を達成するために、本研究では、以下

の 4つの小課題を設定して研究を実施している。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備（児玉、山 

崎、我澤） 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデ 

ータ更新方法の確立にかかる研究（我

澤、山崎） 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作

成（樫本） 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請手

続きの整備（石渡、山崎） 

 図 1にそれぞれの課題の関連性を示す。 

 

 

図 1 研究課題の関連性 

 

 以下、課題ごとに本年度の研究方法を示す。 

 

B-1．完成用部品の機能区分整備 

今年度は、完成用部品の機能区分を保険制度の中

で運用している米国の Lコードに着目し、その調査

を行った。現地での米国義肢協会（AOPA）の主催す

るセミナーへの参加および関係者への聞き取りと意

見交換を実施し、機能区分の内容や価格について調

査・分析を行った。 

 

B-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

今年度は、義肢・装具・座位保持装置を製作する

事業所の業界団体（日本義肢協会、日本車いすシー

ティング協会）の会員を対象に、人件費単価（時間

当たりの人件費）、事業所全体の収支にかかる調査

を実施した。また、直接労務費・直接材料費以外の

費用（製造間接費・販管費など）の大きさを把握す

るため事業所活動の費用構成にかかる調査について、

製作事業者を交えた検討を行い、前掲業界団体会員

より立地地域・従業員規模が多様になるよう選出さ

れた 35 の事業者を対象に調査を開始した。 

 

B-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

 補装具費支給判定に関しては、これまでに身体障

害者更生相談所長協議会やテクノエイド協会にて、

事例集やＱ＆Ａが発行されている。本研究では、ま

ず、これらの先行知見を基に課題の抽出を行った。
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さらに、他職種の研究協力者からなるワーキンググ

ループの議論を経て、更生相談所での支給判定の最

新動向を含んだ新たなＱ＆Ａの暫定版を作成した。 

 

B-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

本課題では、補装具利用者の社会参加・自立促進

に向けて、機能区分を活かす完成用部品申請手続き

のシステムを構築することを目的として研究を実施

している。今年度は、システム構築の第一段階とし

て、手続きの効率化、正確性の向上を目的として、

Microsoft Excel を用いた 11 種類の電子申請様式を

作成した。さらに、本様式を用いた申請手続きを実

施し、実用性の確認を行った。また、本様式を用い

た申請手続きについて、申請業者、事前審査担当者

を対象に、アンケートを実施した。 

また、リハセンター・更生相談所のネットワーク

構築を目指して、判定に係るデータのデータベース

に関する検討を行った。今年度は、横浜市、宮城県、

兵庫県、埼玉県の更生相談所で使用されている書式

の比較を行った。 

 

Ｃ．結果と考察 

Ｃ-1．完成用部品の機能区分整備 

 米国での現地調査の結果、メディケア・メデ

ィケイドの保険制度のなかで、義肢の支給にあた

り、Ｌコードが使用されており、部品の機能区分

ごとに価格が割り当てられ、複合機能の部品につ

いては、個々の機能に割り当てられた価格の合算

により、価格が決定するという構成であることが

わかった。以下に膝継手のコードと価格、機能の

一例を示す。なお、本報告書に記載の米国価格に

ついては「2008 Fee Schedule」に記載のワシント

ン州の価格とし、小数点以下は四捨五入した。 

  L5810（$478）単軸、マニュアルロック 

  L5812（$542）単軸、摩擦遊脚制御、荷重ﾌﾞﾚｰｷ 

L5814（$3,132）多軸、遊脚油圧制御、ﾒｶﾆｶﾙﾛｯｸ 

L5824（$1,317）単軸、遊脚流体制御 

L5830（$2,115）単軸、遊脚空圧制御 

L5840（$3,467）多軸、遊脚空圧制御 

L5856（$20,245）遊脚／立脚電子制御 

  L5857（$7,184）遊脚電子制御 

  L5858（$15,673）立脚電子制御 

  L5845（$1,512）スタンスフレクション、調整可 

また、部品の区分のみではなく、利用者の機能レ

ベルを表すＫレベル（Ｋ０～Ｋ４）も規定されてお

り、そのレベルと給付される部品の機能の関連づけ

ができあがっていることもわかった。表１．に利用

者の機能レベルと使用できる膝継手の例を示す。摩

擦膝はＫ１からＫ４まで全ての人が使用出来る。油

圧・空圧・電子制御膝はＫ３とＫ４、ハイアクティ

ブフレームはＫ４に限定される。 

 入手した資料を基に、ライナーを使用した下腿義

足と電子制御膝継手を利用した大腿義足を例に取り、

参考として日米での見積もり額を比較したところ、

米国の見積もり額の方が高いという結果が得られた。

内容については、今後精査の必要がある。 

 

Ｃ-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

人件費単価および事業所の収支に関する調査につ

いては、制度関連の影響要因もあり比較的短期間で

状況に変化が生じることを考慮しつつ、以下の項目

を設定し、質問紙を作成した。 

 

 

表１．利用者の機能レベルと膝継手のＬコード 

 

 
Ｌコード 

利用者の機能レベル 
Ｋ１ Ｋ２ Ｋ３ Ｋ４ 

摩擦膝 
L5611、L5616、L5710‐ 
L5718、L5810、L5812 、 
L5816、L5818  
 

○ ○ ○ ○ 

油圧・空圧・電子制御膝 
L5610、 L5613、 L5614、 
L5722 - L5780、L5814、 
L5822 - L5840、 L5848、 
L5856、L5857、 L5858 
 

× × ○ ○ 

ハイアクティブフレーム 
L5930 

× × × ○ 
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 毎月の給与（期間を限定） 

 賞与（期間を限定） 

 労働時間に占める移動時間の割合 

 過去 3年の事業所の収支 

 その他 

 調査期間は、平成 26 年 1月 31 日～3月 20 日であ

り、現在、データ集計を行っている段階にある。 

また、直接労務費・直接材料費以外の費用（製造

間接費・販管費など）の大きさを把握するため事業

所活動の費用構成にかかる調査については、価格算

定式の係数の大きさを規定する要素である、間接労

務費、小物材料費（購入部品費）、間接材料費、経

費、販売費及び一般管理費などの諸費用の構成比率

の大きさを把握することで、現状にあった価格算定

式係数を求めるため、以下の項目を設定し、質問紙

を作成した。 

 1 年間の人件費（直接労務費、間接労務費、

販売費および一般管理費にかかる労務費、労

務費のうち製造にかかる比率） 

 物品の購入費用（素材費、完成用部品購入費、

小物材料費、工具・機械購入費、営業・販売・

管理・事務に係る物品購入費・デモ機作成に

係る物品の購入費） 

 その他の費用（上記以外の費用、減価償却費） 

 収支構成 

 今年度の一つの成果として、費用構成に関して、

補装具製作事業者との検討を行うことで、制度発足

以来長い間変更がなかった価格算定式の係数改定の

根拠となるデータについて、具体的な収集方法を調

査票としてまとめたことが挙げられる。 

 調査期間は、平成 26 年 3月 6日～5月 9日であり、

現在、調査の最中である。 

 

Ｃ-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

先行研究、活動からは９つの課題が抽出された。

それを制度の理解と判定における課題に分けて表に

示す（表２）。 

 

 

 

 

１）制度の理解 

• 基準解釈が更生相談所によって異なる。 

• 更生相談所が判定にかかる細かい算定方

法などで解釈に困っている。 

• 市町村によって支給決定の判断が異な

る。 

• 補装具のことを理解するマニュアルが欲

しい。 

• 更生相談所、市町村、製作業者で支給制

度の統一した理解が必要である。 

２）判定について 

• 更生相談所によって判定困難と感じる地

域差がある。 

• 文書判定では情報不足が原因で判定困難

事例が生じている。 

• 高額な製品、児童補装具の判定困難事例

が多い。 

• 医師意見書の記載不備が多い。 

 

以上を踏まえた上で、平成 23～25 年度における補

装具判定専門員会の活動で蓄積されたＱ＆Ａ140 問

を分類したところ、制度の理解等の一般的な質問 75

問、更生相談所に特有な費用の算定基準に関する質

問 40 問、その他個別商品・事例 25 問に分類できた。

このうち個別商品・事例に関するＱ＆Ａを削除した

151 問を簡潔に作り直した。また、不足していると

思われる事項のＱ＆Ａ35問をワーキンググループで

新規に追加作成し、結果的に 151 問で構成した。 そ

の構成は、車椅子が 29 問、指針等基準解釈が 23 問、

座位保持装置 19 問、装具 17 問、児童補装具 15 問、

電動車椅子 10 問、義肢 9問、意思伝達装置 8問、補

聴器等 8問、歩行器 7問、難病 6問からなる。 

補装具費の支給は公費で賄われることから、更生

相談所による補装具費支給判定は、全国一律の判断

基準で公平、公正に行われることが望ましい。厚生

労働省は、補装具判定にあたっての指針、取扱要領、

基準を示し、全国の更生相談所では内規、判定の手

引きなどを作成し、各自治体独自の判断基準はある

ものの概ね国が示すとおりの基準、考え方で判定が

行われている。しかし、指針、取扱要領、基準の解

釈については、自治体間、職種、経験年数等で格差

表２ 補装具費支給制度の課題 
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があるのが実態である。格差を少なくするには、全

国レベルでの研修会、情報の共有化、補装具費支給

に関わるマニュアル作成などが望まれる。補装具判

定専門委員会では、これまで３年間にわたり、現場

で生じた補装具判定に関する多数の疑義にタイムリ

ーに応えてきた。本研究で作成するマニュアルの中

核は、それらを集約してエッセンスを簡潔に整理し

直したものとも言える。全国の補装具費支給判定の

地域格差を是正するのがねらいであり、今後、その

効果を検証していきたい。 

 

Ｃ-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

表３に、旧新/新旧様式の対応を示す。 

手続きの簡略化のため、旧様式 8「義肢装具等完

成用部品の変更・削除に関する申請書」、13「義肢

装具等完成用部品の価格変更申請書」を新様式 B-1

「義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請

書」旧様式 9「完成用部品（品番等変更）一覧」、

10「完成用部品（削除）一覧」、14「完成用部品（価

格変更）一覧」を新様式 B-2「完成用部品（品番等

変更）一覧」として統合した。 

また、昨年度までの手続きでは、提出するサンプ

ルの返却希望がある場合に、旧様式 11「義肢装具等

完成用部品の申請部品返却希望について」の提出を 

求めていたが、当該年度からの申請では、全ての

サンプルについて原則返却することとし、様式 11

を廃止した（表３）。 

作成した新しい書式を使用し申請手続きを実施し

た結果、H25 年度は、新規申請 215 件（義肢 74 件、

装具 42 件、座位保持装置 99 件）、変更削除申請 481

件、既収載輸入部品の価格根拠申請 1208 件、計 1904

件の申請が受付された。 

申請業者を対象としたアンケート実施の結果、25

社中 12 社から回答が寄せられた（回答率 48％）。

従来のMicrosoft Wordを用いた様式から、Microsoft 

Excelを用いた様式に変更して手続きを行った結果、

申請業者から、「プルダウン式の入力、セルのリン

ク等の機能が利用可能になったことで、入力時の作

業量や記載ミスの減少につながった」とのフィード

バックが得られた。このことから、今回の電子化の

目的とした効率化・正確性の向上は、概ね達成され

たと考えられる。 

一方で、パソコンやディスプレイのスペックによ

り、作業がしにくいケースがあること、入力フォー

ムと出力フォームが分かれていることで、印刷用の

体裁調整が難しいケースがあること等が報告され、

多様な作業環境への配慮と、さらなるユーザビリテ

ィの向上の必要性があることが示唆された。 

 

 

 

旧様式 様式名 新様式 
様式 1 義肢装具等完成用部品の指定申請書 様式 A-1 
様式 2 申請部品一覧 様式 A-2 
様式 3 申請部品に係る価格根拠（新規ならびに価格変更申請の場合、記入） 様式 A-3 
様式 4 部品概要 様式 A-4 
様式 5 工学的試験評価概要 様式 A-5 
様式 6 フィールドテスト結果 様式 A-6 
様式 7 フィールドテスト被験者リスト 様式 A-7 
様式 8 義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請書 様式 B-1 
様式 9 完成用部品（品番等変更）一覧 様式 B-2 
様式 10 完成用部品（削除）一覧 様式 B-2 
様式 11 義肢装具等完成用部品の申請部品返却希望について ― 
様式 12 補装具等完成用部品申請のために提出頂いたサンプルの返却について 様式 A-8 
様式 13 義肢装具等完成用部品の価格変更申請書 様式 B-1 
様式 14 完成用部品（価格変更）一覧 様式 B-2 
様式 15 既収載輸入部品に係る価格根拠（価格変更申請部品を除く） 様式 C-1 

表３ 旧新様式対応表 
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また、事前審査担当者からは、作業上の課題が指

摘されるとともに、事前審査担当者側の意図が、申

請業者側に充分に伝わっていないケースが指摘され、

様式、記入要領の改良が望まれた。 

以上により、今回明らかになった各様式の課題に

基づいて様式を修正するとともに、事前審査担当者

側の意図が伝わるよう、記入要領をより詳細にして

いく必要性が示された。様式の改良においては、入

力フォームと出力フォームを分けた現方式の見直し

等も検討する必要性があると考えられる。 

今回の手続きの実施とフィードバック結果から、

Microsoft Excel を用いたシステムの電子化では、

従来のシステムに比べて、効率化、正確性の向上が

図れることが示唆された。一方で、システムのプラ

ットフォームとして、Microsoft Excel を使用する

以上、印刷上の体裁調整の難しさは避けられず、ユ

ーザビリティ等の改良には、限界がある可能性が示

唆された。以上より、今後、Microsoft Excel を用

いたシステムの改良と並行して、Microsoft Excel

に依存しない方式での電子申請システムの在り方も

検討していくことが望まれる。 

手続き全体については、手続き作業上、参加登録

率の高さやアンケートでのフィードバックから、説

明会が重要視されていることが明らかになった。今

後、機能区分を導入していく段階でも、申請業者側

の充分な理解を促進する上で、説明会に重点を置い

た対応を取っていくことが有用と考えられる。 

更生相談所で使用する判定に係る書式の比較では、

基本的な項目は共通しているものの、それぞれの更

生相談所で、特徴的な項目もみられた。特に、座位

保持装置の処方箋は、車椅子の処方箋と一体になっ

ているものと、座位保持装置を主体とした処方箋と

があり、制度との関係の中で、異なる書式が存在す

ることが明らかになった。また、下肢装具では、一

つの書式で運用しているところと、短下肢装具、長

下肢装具、靴型装具などで分けているところがあっ

た。これらの違いは、それぞれの更生相談所の事情

による工夫から起きたもので有り、一度全体を見渡

すことで、共通のフォーマットも可能であることが

指摘された。また、将来的に電子的に入力すること

で、紙ベースで書式を作成することによる制約を取

り払うことができ、その必要性が確認された。 

 

Ｅ．まとめ 

完成用部品の機能区分を整備することを中心に据

え、それと完成用部品の価格および利用者の機能と

の関連づけを行うことで、価格の決定や支給判定、

申請手続きを適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提

案することを目指し、以下の 4つの小課題を実施し

た。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便な 

       データ更新方法の確立にかかる研究 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの 

作成 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請 

手続きの整備 

今年度は、米国で使用されている義肢装具の機能

区分（Lコード）の調査を行い、国内の完成用部品

への適用の可能性を確認した。 

また、製作費用に関しては、過去の調査結果や関

係団体との調整をふまえて、人件費・事業収支、製

作費用に関する調査票を作成し、現在調査を実施し

ている最中である。 

支給判定基準マニュアルについては、先行研究お

よび更生相談所長協議会補装具判定専門委員会に寄

せられたＱ＆Ａを分析することで、151 項目のＱ＆

Ａ暫定版を作成した。 

申請手続きの整備では、Microsoft Excel を用い

た電子申請の様式を整え、今年度の指定申請を実施

した。その後のアンケートの結果から、電子化した

ことによる効率化、正確性の向上が確認された。一

方で、操作性の問題点も指摘され、今後の更なる改

善の必要性も指摘された。更生相談所で使用する判

定書類については、現状でそれぞれ異なる書式を使

用しているが、共通項目を抽出することと、電子化

することで、共通フォーマット作成の可能性が示唆

された。 

次年度は、義肢について機能区分を作成するとと

もに、継続した費用の調査、Ｑ＆Ａ暫定版の試験運
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用による問題点の抽出、申請手続きの Web 入力の可

能性の検証を実施する予定である。 
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なし 
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